
富士見市議会１２月定例会 提出予定議案 

 

開会日：令和７年１１月２５日（火）予定 

合計２１件 

（内訳：計画 1件、条例７件、予算４件、指定管理４件、道路２件、工事２件、 

報告１件） 

 

【計画】 

議案第 ９ ３ 号 富士見市第６次基本構想第２期基本計画を定めることについて 

 

【条例】 

議案第 ９ ４ 号 富士見市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ９ ５ 号 富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

議案第 ９ ６ 号 富士見市地域公共交通会議条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議案第 ９ ７ 号 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ９ ８ 号 富士見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ９ ９ 号 富士見市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

議案第１００号 富士見市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

 

【予算】 

議案第１０１号 令和７年度富士見市一般会計補正予算（第４号） 

議案第１０２号 令和７年度富士見市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算 

（第２号） 

議案第１０３号 令和７年度富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会

計補正予算（第１号） 

議案第１０４号 令和７年度富士見都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会

計補正予算（第１号） 

令和７年１１月２１日(金)定例記者会見 



【指定管理】 

議案第１０５号 公の施設の指定管理者の指定期間の変更について 

議案第１０６号 公の施設の指定管理者の指定期間の変更について 

議案第１０７号 公の施設の指定管理者の指定について 

議案第１０８号 公の施設の指定管理者の指定について 

 

【道路】 

議案第１０９号 富士見市道路線の認定について 

議案第１１０号 富士見市道路線の変更について 

 

【工事】 

議案第１１１号 工事変更請負契約の締結について 

議案第１１２号 工事変更請負契約の締結について 

 

【報告】 

報告第 １ ２ 号 専決処分の報告について 
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議案第９３号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

 

担当部課名 政策財務部 政策企画課 

議 案 名 富士見市第６次基本構想第２期基本計画を定めることについて 

内 容 

富士見市第６次基本構想第２期基本計画を定めるため、富士見市

議会基本条例第９条第２号の規定により、提出するもの。 

 

※別紙議案内容のとおり。 
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議案第９４号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

 

担当部課名 政策財務部 政策企画課 

議 案 名 富士見市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 
富士見市第６次基本構想第２期基本計画の推進に資する情報発信力の

強化を図るため、富士見市行政組織条例の一部を改正するものです。 

主な制定内容 

第２条に規定する分掌事務を改正するものです。 

(1) 総務部 

改正前 

⇒ 

改正後 

(7)広報及び広聴に関するこ 

と。 

(7)広聴に関すること。 

(2) 政策財務部 

改正前 

⇒ 

改正後 

(4)シティプロモーションに 

関すること。 

(4)シティプロモーション及 

び広報に関すること。 
 

施 行 日 令和８年４月１日 
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議案第９５号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

 

担当部課名 政策財務部 ＩＣＴ推進課 

議 案 名 
富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律  

第４０号）に基づく標準準拠システムへの移行及び行政手続における 

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年 

法律第２７号）の一部改正に伴い、富士見市個人番号の利用及び特定  

個人情報の提供に関する条例の一部を改正するものです。 

主な制定内容 

第１条 

(1)特定個人情報の提供（第５条） 

標準準拠システムへの移行に伴い、異なる機関（市長と教育委員会）

のシステム間において、特定個人情報の提供を行うことがなくなるた

め削除するもの。 

(2)別表第１及び別表第２（第４条関係） 

法改正及び標準準拠システムにおけるデータ連携等を踏まえ、必要な

改正をするもの。 

(3)別表第３（第５条関係） 

(1)に伴い、削除するもの。 

(4)その他、文言整理 

 

第２条 

(1)別表第２（第４条関係） 

法改正に伴い、別表第２の５の項に「乳児等のための支援給付」を追

加するもの。 

施 行 日 
第１条の改正：令和８年１月５日 

第２条の改正：令和８年４月１日 
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議案第９６号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

 

担当部課名 都市整備部 都市計画課 

議 案 名 富士見市地域公共交通会議条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

富士見市地域公共交通会議について、地域公共交通の活性化及び  

再生に関する法律に基づく地域公共交通計画の作成及び実施に関する 

協議のために必要となる協議会とするため、所掌事務の追加や委員定数

の変更などを行うとともに、富士見市地域公共交通会議の名称を改正 

するものです。 

主な制定内容 

(1)題名の変更 

名称を「富士見市地域公共交通協議会」に改める 

(2)設置の改正（第１条） 

道路運送法に基づき市民の生活に必要な旅客輸送の確保など旅客の

利便の増進を図るために加え、地域公共交通の活性化及び再生に  

関する法律に基づく地域公共交通計画の作成及び実施についての  

協議をするため設置する旨の規定に改める 

(3)所掌事務の追加（第２条） 

地域公共交通計画の作成及び変更並びに実施及び一般乗合旅客自動

車運送事業の運賃及び料金について協議する事項を加える 

(4)組織の改正（第３条） 

委員定数を２７名に改めるとともに、地域公共交通の活性化及び 再

生に関する法律の規定に基づき、委員の構成を改める 

(5)臨時委員の新設（第５条） 

第３条の委員のほか、必要に応じて臨時委員を設置できる規定を 加

える 

(6)部会の新設（第８条） 

一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する協議等を行う

ための部会を設置する規定を加える 

(7)その他 

必要な文言の整理等を行うもの 

施 行 日 等 

(1)施 行 日 

令和８年２月２８日 

(2)経過措置（附則第２項及び第３項） 

現に改正前の富士見市地域公共交通会議条例（以下「旧条例」と  い

う。）第３条第２項の規定により委嘱又は任命された委員の任期は 

２年であることから、旧条例による任期を本条例施行日までとすると

ともに、本条例に基づく任期を令和９年７月２９日までとする 

(3)関係条例の改正（附則第４項） 

富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の別表第５２の項中「地域公共交通会議委員」を「地域公共交通

協議会委員」に改める 
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議案第９７号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

 

担当部課名 建設部 建築指導課 

議 案 名 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 
建築基準法施行令の一部改正に伴い、富士見市手数料条例の一部を 

改正するものです。 

主な制定内容 第２条別表６３項、６４項に関して、項ずれに伴う文言の改正。 

施 行 日 公布の日 

 

議案第９８号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

 

担当部課名 子ども未来部 保育課 

議 案 名 
富士見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・   

子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、同基準の  

規定を引用している富士見市特定教育・保育施設及び特定地域型   

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。 

主な制定内容 

(1)第２５条に規定している特定教育・保育施設の職員が、教育・保育給

付認定子どもに対して禁止している児童福祉法第３３条の１０第１

項各号に掲げる虐待等の行為について、幼保連携型認定こども園であ

る特定教育・保育施設の職員の場合は認定こども園法第２７条の２第

１項各号に、幼稚園である特定教育・保育施設の職員の場合は学校教

育法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２７条の２

第１項各号に置き換える規定を加える必要があるため、改正するも

の。 

(2)第２５条の改正に伴い、第１５条第１項第１号に規定している略称の

適用範囲を改正するもの。 

施 行 日 公布の日 
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議案第９９号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

 

担当部課名 経済環境部 環境課 

議 案 名 
富士見市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正に伴い、同法の規定

を引用している富士見市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する

条例の一部を改正するものです。 

主な制定内容 

資源の有効な利用の促進に関する法律第２条第６項及び同条    

第１１項が追加されたことに伴い、富士見市廃棄物の減量、再生利用  

及び適正処理に関する条例第１３条第１項第７号中「第２条第１２項」

を「第２条第１４項」に改めるものです。 

施 行 日 令和８年４月１日 

 

議案第１００号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

 

担当部課名 子ども未来部 保育課 

議 案 名 
富士見市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について 

制 定 趣 旨 

児童福祉法の一部改正に伴い、乳児等通園支援事業が市の認可事業と

して位置づけられたことを受け、その設備及び運営に関する基準を  

定めるため、新たに条例を制定するものです。 

主な制定内容 

(1)最低基準の目的（第２条） 

条例制定の目的を明らかにする。 

(2)最低基準の向上等（第３条及び第４条） 

最低基準に関する市長及び乳児等通園支援事業者の責務について定

める。 

(3)事業者の一般原則（第５条） 

利用乳幼児の人権への配慮、地域社会との交流及び連携、外部評価の

受審等、事業者の責務について定める。 

(4)非常災害対策（第６条） 

非常災害に対する具体的計画の立案、避難及び消火訓練の実施等につ

いて定める。 

(5)安全計画の策定等（第７条） 

利用乳幼児の安全確保に関する計画の策定、職員の研修及び訓練の実

施等について定める。 
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(6)自動車運行等（第８条） 

事業者が自動車を運行する場合における、利用乳幼児の所在確認、運

行車両への見落とし防止装置の設置等について定める。 

(7)職員の一般的条件等（第９条及び第１０条） 

事業所の職員に関し、児童福祉事業等に熱意のある者等の一般的 条

件、知識及び技能の向上等の職員の努力義務について定める。 

(8)他の社会福祉施設等を併せて設置するときの基準（第１１条） 

事業所が他の社会福祉施設等を併せて設置する場合における、その設

備及び職員の基準、兼任等について定める。 

(9)利用乳幼児の取扱い（第１２条） 

利用乳幼児に対する差別的取扱いを禁止する。 

(10)虐待等の禁止（第１３条） 

利用乳幼児に対する虐待行為等を禁止する。 

(11)衛生管理等（第１４条） 

事業所の設備等の衛生管理に関し、感染症及び食中毒の予防等の 

ための研修、訓練の実施等について定める。 

(12)食事（第１５条） 

事業者が食事を提供する場合における、調理のための設備について

定める。 

(13)事業所内部の規程（第１６条） 

事業者が定めるべき規程に関し、事業の目的及び運営の方針、提供

する乳児等通園支援の内容等、事業の運営に関する重要事項の策定

について定める。 

(14)帳簿（第１７条） 

事業所の職員、財産、利用乳幼児の処遇状況等を明示した帳簿の  

整備について定める。 

(15)秘密保持等（第１８条） 

事業所の職員の秘密保持等に関し、業務上知り得た秘密の漏えい 

防止及び必要な措置について定める。 

(16)苦情への対応（第１９条） 

利用乳幼児の保護者等からの苦情へ対応するため、事業者が設置 

すべき受付窓口等について定める。 

(17)事業の区分（第２０条） 

事業の区分を「一般型乳児等通園支援事業」及び「余裕活用型乳児

等通園支援事業」とし、その要件等について定める。 

(18)設備の基準（第２１条） 

一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準に関し、乳児室及び  

ほふく室等の面積要件等について定める。 

(19)職員の基準（第２２条） 

一般型乳児等通園支援事業所の配置職員に関し、その職員の有する

資格、人数等について定める。 

(20)支援の内容（第２３条） 

事業の特性に留意し、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等 

に応じた支援を提供することについて定める。 
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(21)保護者との連絡（第２４条） 

事業者と利用乳幼児の保護者との連絡に関し、その保護者の理解 

及び協力を得ることについて定める。 

(22)設備及び職員の基準（第２５条） 

余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員に関し、その  

事業所の区分ごとの基準について定める。 

施 行 日 公布の日 
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議案第１０１号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

 

担当部課名 政策財務部 財政課 

会 計 種 別 令和７年度富士見市一般会計補正予算（第４号） 

要 旨 
補正予算額 ６，４１６万６千円 

（補正後の歳入歳出予算総額 ４３８億９，０６５万７千円） 

主 な 内 容 

（特徴点） 

今回の補正予算は、市道第５１１８号線整備に係る不動産鑑定を実施す 
るほか、不足が見込まれる学校給食の賄材料費の増額などが主な内容とな

っています。 

項 目 詳 細 
 

歳入予算の補正内容 

 

１ 国庫支出金         616 万円 

２ 県支出金        456 万 4千円 

３ 繰入金         800 万 8千円 

４ 諸収入        6,893 万 4千円 

５ 市債          △2,350 万円 

 

 

歳出予算の主な補正内容 

 

 １ 幹線道路整備事業（道路治水課） 95 万 9千円 

    市道第５１１８号線整備に係る不動産鑑定を実施するための補正 

 
２ 学校給食事業、特別支援学校給食事業（学校給食センター） 2,613 万 5 千円 

    不足が見込まれる学校給食の賄材料費を増額するための補正 
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令和７年度一般会計補正予算（第４号） 
 

１ 補正予算（第４号）の概要 

 今回の補正予算は、市道第５１１８号線整備に係る不動産鑑定を実施するほか、不足が見

込まれる学校給食の賄材料費の増額などが主な内容となっています。 
 

（単位 千円） 
２ 歳入歳出予算の補正 

（１）歳入歳出予算補正額                      ６４，１６６ 

補正後累計額                      ４３，８９０，６５７ 
 
（２）歳入の内容 

ア 国庫支出金                          ６，１６０ 

児童福祉施設措置費負担金（子ども未来応援センター） 2,550 

自立支援事業費国庫負担金（障がい福祉課） 2,130 

子ども・子育て支援事業費補助金（保険年金課） 385 

中長期在留者住居地届出等事務委託金（市民課） 1,095 

 

イ 県支出金                           ４，５６４ 

児童福祉施設措置費負担金（子ども未来応援センター） 1,275 

自立支援事業費県費負担金（障がい福祉課） 1,065 

朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金（保育課） 2,224 

 

ウ 繰入金                            ８，００８ 

財政調整基金繰入金（財政課） 8,008 

・補正後繰入額1,349,055（令和７年度末基金残高見込 3,597,649） 

 

エ 諸収入                           ６８，９３４ 

後期高齢者医療費負担金精算金（保険年金課） 68,934 

 

オ 市債                           △２３，５００ 

学校給食施設整備事業債（財政課） △23,500 
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（３）歳出の内容 

ア 給与費等（職員課）                     ２２，４１５ 

   人事異動等に伴い、職員の給与費等を増額するための補正 

（ア）給料 △7,614 

（イ）職員手当等 24,879 

扶養手当 9,225 期末手当 △175 

地域手当 △768 勤勉手当 △3,347 

住居手当 5,920 時間外勤務手当 12,882 

通勤手当 932 児童手当 1,300 

管理職手当 △1,090   

   （ウ）職員共済組合負担金 698 

（エ）退職手当負担金 4,452 

 

イ 庁舎維持管理事業（公共施設マネジメント課）          １，８４２ 

     不足が見込まれる庁舎のガス料金を増額するための補正 

 

ウ 針ケ谷コミュニティセンター維持管理事業（鶴瀬西交流センター）   ２９２ 

針ケ谷コミュニティセンターの冷温水発生機の部品を交換するための補正 

 

エ 市内公共交通対策事業（都市計画課）                ５４７ 

     地域公共交通協議会を開催するほか、デマンドタクシー制度継続に向けて準備

するための補正 
 

オ 防犯対策事業（道路治水課）                  ９，４３３ 

     不足が見込まれる防犯灯の修繕料を増額するための補正 

 

カ ピアザふじみ維持管理事業（ピアザふじみ）           １，３２５ 

ピアザふじみの高圧ケーブル等を交換するための補正 

 

キ 居住関係公証事務事業（市民課）                １，０９５ 

     出入国管理及び難民認定法の改正に伴い、住居地等記録端末を設置するための

補正 
    【特定財源：中長期在留者住居地届出等事務委託金（国） 1,095】 

 

ク 後期高齢者医療事務事業（保険年金課）            △３，３０１ 

     令和６年度の共通経費負担金及び医療費負担金の精算金を計上するほか、子ど

も・子育て支援金制度創設に伴い、後期高齢者医療システムを改修するための補

正（継続費） 

【特定財源：子ども・子育て支援事業費補助金（国） 385】 
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ケ 自立支援給付事業（障がい福祉課）               ４，２６２ 

     不足が見込まれる補装具費を増額するための補正 
    【特定財源：自立支援事業費国庫負担金（国） 2,130、自立支援事業費県費負担 

金（県） 1,065】 

 

コ 朝のこどもの居場所づくり事業（保育課）           財源内訳更正 

     朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金の交付決定に伴う財源内訳更正 
    【特定財源：朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金（県） 2,224】 

 

サ 児童福祉施設入所援護事業（子ども未来応援センター）      ５，１００ 

     不足が見込まれる児童福祉施設入所委託費を増額するための補正 

    【特定財源：児童福祉施設措置費負担金（国） 2,550、児童福祉施設措置費負担

金（県） 1,275】 

 
シ 幹線道路整備事業（道路治水課）                  ９５９ 

     市道第5118号線整備に係る不動産鑑定を実施するための補正 

 
ス 鶴瀬駅西口土地区画整理事業（鶴瀬駅周辺地区整備事務所）    ６，６２４ 

     鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計予算の補正に伴い、同特別会計への繰出

金を増額するための補正 
 

セ 鶴瀬駅東口土地区画整理事業（鶴瀬駅周辺地区整備事務所）   △３，０８０ 

     鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計予算の補正に伴い、同特別会計への繰出

金を減額するための補正 
 

ソ 特別支援学校給食事業（学校給食センター）             ４９７ 

     不足が見込まれる特別支援学校給食の賄材料費を増額するための補正 

 

タ 学校給食事業（学校給食センター）              １６，１５６ 

     不足が見込まれる学校給食の賄材料費を増額するほか、蒸気管更新工事費の減

額、及び不具合が生じているフライヤーを更新するための補正 

    【特定財源：学校給食施設整備事業債 △23,500】 

     〇事業費の内訳 

・賄材料費の増額 25,638 

      ・蒸気管更新工事費の減額 △26,092 

      ・フライヤーの更新 16,610 
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３ 継続費の補正 

 新庁舎整備に伴う既存水路の移設等について、令和７年度から令和９年度までの継続費

を設定するもの。 

 また、子ども・子育て支援金制度創設に伴う後期高齢者医療システム改修について、令

和７年度から令和８年度までの継続費を設定するもの。 

 

（単位 千円） 

款 項 事業名 総額 年度 年割額 

総務費 総務管理費 新庁舎整備事業 415,458 

令和７年度 0 

令和８年度 262,883 

令和９年度 152,575 

民生費 社会福祉費 
後期高齢者医療

事務事業 
11,275 

令和７年度 385 

令和８年度 10,890 

 

４ 繰越明許費 

（１）ピアザふじみ維持管理事業（ピアザふじみ）            １，３２５ 

    ピアザふじみの高圧ケーブル等について、部品調達等に時間を要し、年度内の完

了が困難なため繰り越すもの。 

 

５ 債務負担行為 

                                 （単位 千円） 

事 項 期 間 限度額 

左の財源内訳 

特定財源 
一般財源 

国県支出金 地方債 その他 

市庁舎ほか３５施設に係る

電力需給契約の締結 

令和７年度から 

令和８年度まで 
248,785 0 0 0 248,785 

針ケ谷コミュニティセンタ

ー長寿命化改修工事設計業

務委託 

令和７年度から 

令和８年度まで 
14,315 0 12,800 0 1,515 

みずほ台コミュニティセン

ター長寿命化改修工事 

令和７年度から 

令和８年度まで 
425,547 0 382,900 0 42,647 

水谷調節池囲ぎょう堤階段

工事負担金 

令和７年度から 

令和８年度まで 
7,020 0 0 0 7,020 

西中学校屋内運動場改修工

事 

令和７年度から 

令和８年度まで 
255,397 0 229,800 0 25,597 

水谷中学校・勝瀬中学校長

寿命化工事（第３期工事） 

令和７年度から 

令和８年度まで 
1,692,130 311,682 1,125,600 0 254,848 

学校給食センター蒸気管更

新工事（第２期） 

令和７年度から 

令和８年度まで 
25,091 0 22,500 0 2,591 
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６ 地方債の補正 

（１）学校給食施設整備事業債（財政課） 

 学校給食センター蒸気管更新工事費等の減額に伴い、地方債を減額補正するもの 
・（補正前）30,000 → （補正後）6,500 （△23,500） 
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議案第１０２号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

 

担当部課名 市民部 保険年金課 

会 計 種 別 
令和７年度富士見市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算 

（第２号） 

要 旨 
今回の補正は、歳入歳出ともに６０万５千円を追加し、予算総額

を９３億５，９８４万１千円とするものです。 

主 な 内 容 

（特徴点） 

子ども・子育て支援金制度の新設に伴うシステム改修費の増額補

正をするものです。また、システム運用の開始時期を踏まえ、令和

７年度から８年度までの継続費を設定するものです。 

項 目 詳 細 

 

歳入予算の補正内容 

(1)子ども・子育て支援事業費補助金  ６０万５千円 

 

歳出予算の補正内容 

(1)一般管理費            ６０万５千円 

  （子ども・子育て支援金制度対応システム改修業務委託）             

 

継続費 

 継続費の総額及び年割額は、次のとおり定める。 

款 項 事業名 
総額 

（千円） 
年度 

年割額 

（千円） 

総務費 総務管理費 
国民健康 

保険事業 
17,325 

令和７年度 605 

令和８年度 16,720 
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令和７年度富士見市国民健康保険特別会計（事業勘定） 

補正予算（第２号） 
 
１ 補正予算（第２号）の概要 

 今回の補正予算は、歳出の委託料の増額補正に伴い、歳入の国庫支出金の増額補正を行

うものです。 

 歳入歳出総額としては６０万５千円を増額し、補正後予算総額は９３億５，９８４万１

千円となっています。 

 

（単位 千円） 

２ 歳入歳出予算の補正 

（１）歳入歳出予算補正額                          ６０５ 

   補正後累計額                       ９，３５９，８４１ 
 
（２）歳入の内容 

  ア 国庫支出金                            ６０５ 

子ども・子育て支援事業費補助金 605 

 

（３）歳出の内容 

ア 総務費                              ６０５ 

     子ども・子育て支援金制度創設に伴い、所要のシステム改修を行うための委託

料の補正 

【特定財源：子ども・子育て支援事業費補助金（国） 605】 

 

３ 継続費 

子ども・子育て支援金制度創設に伴うシステム改修について、運用の開始時期を踏まえ、

令和７年度から令和８年度までの継続費を設定するものです。 
（単位 千円） 

款 項 事業名 総額 年度 年割額 

総務費 総務管理費 
国民健康 

保険事業 
17,325 

令和７年度 605 

令和８年度 16,720 
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議案第１０３号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

 

担当部課名 都市整備部 鶴瀬駅周辺地区整備事務所 

会 計 種 別 
令和７年度富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号） 

要 旨 
今回の補正は、歳入歳出ともに６６２万４千円を増額し、予算総額

を１億１，２９３万円とするもの。 

主 な 内 容 

（特徴点） 

１ 歳入 歳出の増額に伴う一般会計繰入金の増額補正 

２ 歳出 

・事業費 委託料の増額補正 

３ 繰越明許 

  委託料について、年度内の完了が困難なため繰り越すもの。 

項 目 詳 細 

 

歳入 

(1) 一般会計繰入金    ６６２万４千円 

 

 

 

歳出 

 (1) 事業費（委託料）   ６６２万４千円 

 

 

 (2) 繰越明許（委託料）  ４６４万４千円 

  

 

 

 

 

 

歳出予算の増額に伴い、歳入予算

（繰入金）の増額補正を行うもの 

 

 

 

関係者との協議を進めるため、委

託料の増額補正を行うもの 

 

関係地権者と調整しながら業務

を行う必要があることから、年度

内の完了が困難なため。 
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令和７年度富士見都市計画事業鶴瀬駅西口 
土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

 
１ 補正予算（第１号）の概要 

今回の補正予算は、関係者との協議を進めるため委託料の増額補正を行うとともに、年

度内の完了が困難となる委託料の繰越明許費の設定を行う内容となっています。 
歳入については、歳出予算の増額に伴う、繰入金の増額補正を行うものです。 
 

                                  （単位 千円） 
２ 歳入歳出予算の補正 

（１）歳入歳出予算補正額                       ６，６２４ 
   補正後累計額                        １１２，９３０ 
 
（２）歳入の内容 

  ア 繰入金                            ６，６２４ 

    一般会計繰入金 6,624 

 

（３）歳出の内容 

  ア 鶴瀬駅西口土地区画整理事業                  ６，６２４ 

    委託料 6,624 

 

３ 繰越明許費 

（１）鶴瀬駅西口土地区画整理事業                   ４，６４４ 

    関係者と調整しながら業務を行う必要があることから、年度内の完了が困難なた

め繰り越すもの 

 



 

19 

議案第１０４号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

 

担当部課名 都市整備部 鶴瀬駅周辺地区整備事務所 

会 計 種 別 
令和７年度富士見都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号） 

要 旨 
今回の補正は、歳入歳出ともに３０８万円を減額し、予算総額を４

億３３７万９千円とするもの。 

主 な 内 容 

（特徴点） 

１ 総務費（給与費）の減額補正 

２ 歳出の減額に伴う一般会計繰入金（歳入）の減額補正 

項 目 詳 細 

 

歳入 

(1) 一般会計繰入金       △３０８万円 

 

 

 

 

歳出 

 (1) 総務費（給与費）      △３０８万円 

 

  

 

 

歳出予算の減額に伴い、歳入予

算（繰入金）の減額補正を行う

もの 

 

 

 

人事異動によるもの 
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令和７年度富士見都市計画事業鶴瀬駅東口 
土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

 
１ 補正予算（第１号）の概要 

今回の補正予算は、人事異動に伴う職員給与費等の補正を行う内容となっています。 
歳入については、歳出予算の減額に伴う、繰入金の減額補正を行うものです。 

 
                                  （単位 千円） 
２ 歳入歳出予算の補正 

（１）歳入歳出予算補正額                     △３，０８０ 
   補正後累計額                       ４０３，３７９ 
 
（２）歳入の内容 

  ア 繰入金                          △３，０８０ 

     一般会計繰入金 △3,080 

 

（３）歳出の内容 

  ア 給与費等（職員課）                    △３，０８０ 

     人事異動に伴う職員給与費等の補正 

① 給料  △1,700 

② 職員手当等 △1,300 

③ 共済費 △80 
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議案第１０５号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

 

担当部課名  協働推進部 文化・スポーツ振興課 

議  案  名 公の施設の指定管理者の指定期間の変更について 

内    容 

 

富士見市民文化会館キラリふじみの指定管理者の指定期間を変更した

いので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出し

ます。 

 

 

１ 管理を行わせる公の施設 

 

名 称 所在地 

富士見市民文化会館キラリふじみ 富士見市大字鶴馬１８０３番地１ 

 

２ 指定する団体 

 

(1) 所在地  富士見市大字鶴馬１８０３番地１ 

(2) 名  称   公益財団法人キラリ財団 

(3) 代表者   理事長 森元 州 

 

３ 指定する期間 

 

変更前 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

変更後 令和３年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議案第１０６号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

 

担当部課名  協働推進部 鶴瀬西交流センター 

議  案  名 公の施設の指定管理者の指定期間の変更について 

内    容 

 

富士見市立針ケ谷コミュニティセンターの指定管理者の指定期間を変

更したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を

提出します。  

 

 

１ 管理を行わせる公の施設 

 

名 称 所在地 

富士見市立針ケ谷コミュニティセ

ンター 

富士見市針ケ谷１丁目３８番地 

 

 

２ 指定する団体  

 

(1) 所在地  埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目１２番１号  

(2) 名  称   日本環境マネジメント株式会社  

(3) 代表者   代表取締役 片山 安茂  

 

３ 指定する期間  

 

変更前 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

変更後 令和３年４月１日から令和１０年３月３１日まで  
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議案第１０７号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

 

担当部課名  子ども未来部 保育課 

議  案  名 公の施設の指定管理者の指定について 

内    容 

 

富士見市立水谷放課後児童クラブ等の指定管理者を指定したいので、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出します。   

 

 

１ 管理を行わせる公の施設 

 

名 称 所在地 

富士見市立水谷放課後児童クラブ 富士見市水谷１丁目１３番地

３ 

富士見市立関沢放課後児童クラブ 富士見市関沢３丁目２４番１

号 

富士見市立水谷東放課後児童クラブ 富士見市大字水子３６１４番

地 

富士見市立みずほ台放課後児童クラブ 富士見市東みずほ台３丁目２

１番地 

富士見市立針ケ谷放課後児童クラブ 富士見市針ケ谷２丁目３８番

地３ 

富士見市立つるせ台放課後児童クラブ 富士見市鶴瀬西２丁目９番１

号 

 

２ 指定する団体  

 

(1) 所在地  東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３  

(2) 名  称  シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社  

(3) 代表者  代表取締役 山田 智治  

 

３ 指定する期間  

 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議案第１０８号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

 

担当部課名  子ども未来部 保育課 

議  案  名 公の施設の指定管理者の指定について 

内    容 

 

富士見市立鶴瀬放課後児童クラブ等の指定管理者を指定したいので、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出します。   

 

 

１ 管理を行わせる公の施設 

 

名 称 所在地 

富士見市立鶴瀬放課後児童クラブ 富士見市羽沢２丁目１番１号 

富士見市立南畑放課後児童クラブ 富士見市大字上南畑１２８０

番地 

富士見市立勝瀬放課後児童クラブ 富士見市大字勝瀬６７４番地 

富士見市立諏訪放課後児童クラブ 富士見市大字鶴馬１９３２番

地の１ 

富士見市立ふじみ野放課後児童クラブ 富士見市ふじみ野東４丁目４

番地１ 

 

２ 指定する団体 

 

(1) 所在地   東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 

(2) 名  称   シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

(3) 代表者   代表取締役 山田 智治 

 

３ 指定する期間 

 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議案第１０９号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 
 

担当部課名 建設部 道路治水課 

議  案  名 富士見市道路線の認定について 

内    容 
開発による帰属及び道路敷地の寄附採納受理に伴い、市道第  

３５１６号線外１３路線を市道として認定するもの。 

 

 

議案第１１０号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 
 

担当部課名 建設部 道路治水課 

議  案  名 富士見市道路線の変更について 

内    容 
開発による帰属及び道路敷地の寄附採納受理に伴い、市道第  

３５００号線及び市道第３５０２号線を路線変更するもの。 
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議案第１１１号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 
 

担当部課名 教育部 教育政策課 

議 案 名 工事変更請負契約の締結について 

工 事 名 市立水谷中学校長寿命化建築工事（第２期工事）（ゼロ債務） 

概 要 
外壁補修・棚足場の追加、既存家具の撤去・新設などの変更が

発生したため。 

内 容 

・施 工 場 所  富士見市大字水子地内 

・履 行 期 限  令和８年１月３０日 

・請 負 金 額  ４８４，１９３，６００円 

・変更請負金額  ４８８，４１５，４００円  

・請 負 業 者  埼玉県川越市大字鯨井１０８６番地 

         三ツ和総合建設業協同組合埼玉西支店 

         支店長 𠮷 田 昌 弘 

 

議案第１１２号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 
 

担当部課名 教育部 教育政策課 

議 案 名 工事変更請負契約の締結について 

工 事 名 市立勝瀬中学校長寿命化建築工事（第２期工事）（ゼロ債務） 

概 要 
外壁補修、室外機基礎設置、雨どい改修の追加などの変更が発

生したため。 

内 容 

・施 工 場 所  富士見市大字勝瀬地内 

・履 行 期 限  令和８年１月３０日 

・請 負 金 額  ２４６，４０６，６００円 

・変更請負金額  ２５４，９９８，７００円  

・請 負 業 者  富士見市鶴馬三丁目３３番９号鶴馬マンショ 

ン２０１号 

         斎藤工業株式会社埼玉西営業所 

         所長 鈴 木  純 
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報告第１２号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

 

担当部課名  教育部 教育政策課 

会 計 種 別 専決処分の報告について 

要 旨 

労務単価の上昇、仮設鉄板敷き・内外装下地交換の追加などの変更

が発生したため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条

第１項の規定により、議会において指定されている下記事項について、

別紙のとおり専決処分するもの。 

主 な 内 容 

（特徴点）  

・工 事 名  市立東中学校屋内運動場改修工事（ゼロ債務） 

・施 工 場 所  富士見市大字上南畑地内 

・履 行 期 限  令和８年１月３０日 

・請 負 金 額  １６１，８１８，８００円 

・変更請負金額  １６８，８４４，５００円 

・請 負 業 者  富士見市ふじみ野西四丁目１０番地１ 

株式会社富士見工務店 

代表取締役 芳賀 真人 

 


